
３．地盤沈下の対策 

 

 地盤沈下の多くは、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘土層が収縮するために生じる。

一度沈下した地盤はもとに戻らず、建造物の損壊や洪水時の浸水増大などの被害をもたらす危険性が

ある。そこで地盤沈下防止等を図るため、次のような対策が講じられている。 

 

（１） 地下水採取規制等 

   

①工業用水法 昭和３１年６月１１日施行（環境省、経済産業省共管）         

 地下水の採取により地盤沈下等が発生し、かつ工業用水の利用量が多く地下水の合理的な利

用を確保する必要がある地域（工業用水道の整備前提）において政令で地域指定し、その地域

の一定規模以上の工業用井戸について許可基準（ストレーナー位置、吐出口の断面積）を定め

て許可制にすることにより地盤沈下の防止等を図っている。現在までに１０都府県１７地域に

おいて地域指定されている。（表－６） 

 

表－６ 工業用水法指定地域（10都府県74市町村） 

宮城県 仙台市の一部、多賀城市の一部、宮城郡七ヶ浜町の一部 

福島県 原町市の一部 

埼玉県 川口市の一部、草加市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、八潮市、さいたま市の一部

千葉県 千葉市の一部、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市の一部、浦安市、

君津郡袖ヶ浦町の一部 

東京都 墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区 

川崎市の一部 神奈川県 

横浜市の一部 

名古屋市の一部 愛知県 

一宮市、津島市、江南市、尾西市、稲沢市、西春日井郡清洲町、葉栗郡木曽川

町、中島郡祖父江町、同郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、

同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥富町、同郡佐屋

町、同郡立田村、同郡八開村、同郡佐織町 

三重県 四日市市の一部 

大阪市の一部 

豊中市の一部、吹田市の一部、高槻市の一部、茨木市の一部、摂津市 

守口市、八尾市の一部、寝屋川市の一部、大東市の一部、門真市、東大阪市の

一部、四条畷市の一部 

大阪府 

岸和田市の一部、泉大津市、貝塚市の一部、和泉市の一部、泉北郡忠岡町 

尼崎市 

西宮市の一部 

兵庫県 

伊丹市 
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 ②建築物用地下水の採取の規制に関する法律 昭和３７年８月３１日施行（環境省所管） 

 地下水の採取により地盤が沈下し、それに伴い高潮、出水等による災害が発生する

おそれがある地域において政令で地域指定し、その地域の一定規模以上の建築物用井

戸について許可基準（ストレーナー位置、吐出口の断面積）を定めて許可制にするこ

とにより地盤沈下の防止を図っている。現在までに４都府県４地域において地域指定

されている。（表－７） 

 

表－７ 建築物用地下水の採取の規制に関する法律による指定地域 

 
大阪府 昭和37年8月31日における大阪市の区域 

東京都 昭和47年5月1日における東京都の区域のうち特別区の区域 

埼玉県 昭和47年5月1日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田

市及び鳩ケ谷市の区域 

千葉県 昭和49年８月１日における千葉県の区域のうち千葉市（旦谷町、谷当町、

下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、宮田町、御殿

町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、

大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下

大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大推町、小食土町、

小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。）、市川市、船橋市、松戸

市、習志野市、市原市（五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、

西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、

郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海

岸、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五

里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、

加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、

不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。）、

鎌ヶ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③条例等に基づく規制等  

 多くの地方公共団体（平成１７年８月現在、２５都道府県、２８３市町村）では地下水採取

の規制等の条例等を定めて地盤沈下の防止等を図っている。（図－１６） 
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青森市、

八戸市

宮古市、

山田町

工業用水法に基づく指定地域（10都府県17地域）

ビル用水法に基づく指定地域（4都府県4地域）

地盤沈下防止等対策要綱の対象地域（3地域）

都道府県条例・要綱等による地下水採取規制

(許可、承認、届出等)地域の範囲。（都道府

県名は特に記さない）（25都道府県）

なお、北海道、岡山県、山口県条例では規制地

域が未指定である

凡　　例

長野市他39市町村

千葉市他55市町村

土浦市他7市町

長岡京市他

5市町

横浜市

他9市町

東大阪市他5市町大村市他5市町

豊前市他

6市町

敦賀市他5市町
上三川町

尼崎市他4市

草津市、八日市市、近江町

高松市

三日月町

白浜町他6市町村

糸満市、宮古島市

別府市

熊本市

仙台市

福島市、原町市、

猪苗代町

高崎市、邑楽町、

長野原町

新潟市他31市町村

山形市

名古屋市、

津島市

笠岡市

都城市

鹿児島市他12市町

工業用水法、ビル用水法両法に基づく指定地域

滑川市、上市町

札幌市他18市町

金沢市他7市町

岐阜市他3市

筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱

濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱

越谷市

八王子市

富士市

他8市町
韮崎市他10市町村

関東平野北部地盤沈下

防止等対策要綱

注）全国において条例等により地下水採取規制（許可、承認、届け等）
　　を行っている市町村

 

図－１６  地下水採取の規制状況 
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（２）地盤沈下防止等対策要綱に基づく対策 

 

① 地盤沈下防止等対策要綱の概要 
 

地盤沈下の特に著しい地域について地域の実情に応じた総合的な対策を推進するために地盤沈

下防止等対策関係閣僚会議において地域ごとの地盤沈下防止等対策要綱が策定され、地盤沈下を防

止するとともに地下水の保全を図ることとなった。（表－８） 

 

            表－８ 各地域の地盤沈下防止等対策要綱の概要 

 筑後・佐賀平野 濃尾平野 関東平野北部 

決定年月日 昭和６０年４月２６日 昭和６０年４月２６日 平成３年１１月２９日 

一部改正年月日 平成７年９月５日 平成７年９月５日 ―   

対象地域 福岡県及び佐賀県の一

部 

岐阜県、愛知県及び三

重県の一部 

茨城県、栃木県、群馬

県、埼玉県及び千葉県

の一部地域 

目標量 佐賀地区：年間６００万㎥ 

白石地区：年間３００万㎥ 

年間２．７億㎥ 年間４．８億㎥ 

地盤沈下防止対

策 

規制(保全)区域：1)地下水採取規制，2)代替水源の確保及び代替水の 

供給，3)節水及び水使用の合理化 

観測区域：1)地盤沈下、地下水位等の状況把握及び適切な地下水採取 

について指導 

観測及び調査 1)沈下量、地下水位等の観測及び観測に必要な施設の整備 

2)地下水採取量及び地盤沈下等による被害の実態調査 

地質・土質等の関連資料を収集整備し、水収支、地下水涵養等に関す

る調査及び解析 

地盤沈下による

災害の防止又は

復旧 

地盤沈下による湛水災害を防止し、河川管理施設及び土地改良施設等

の機能を復旧するための地盤沈下対策事業及び関連事業の推進 

地盤沈下による基礎杭の抜け上がり等の被害の発生している公共施設

等の復旧に資する事業の推進 

 

 

※要綱３地域については平成１７年３月３０日に、「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省

連絡会議」を設置し、地下水目標量を現行通りとすること、概ね５年毎に評価検討を行うこと

等について今後とも各要綱を継続し地盤沈下対策を推進していくことを申し合わせた。 
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② 要綱地域の平成１６年度の状況 
 

ア）関東平野北部（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県） 

 関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱地域における平成１６年度の沈下状況については、最大

沈下量が埼玉県越谷市の４．７ｃｍ（前年度、埼玉県所沢市の２．５ｃｍ）であった。２ｃｍ以

上沈下した面積は、２６ｋ㎡であり、前年度の０．５ｋ㎡未満と比べ増加した。また、２ｃｍ以

上の沈下が認められたのは埼玉県、茨城県、栃木県となっており、群馬県、千葉県では認められ

なかった。 

   

  

（ｋ㎡）

0

200

400

600

800

1000

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15

0

200

400

600

800

揚水量 ２ｃｍ以上沈下面積

採取目標量

（4.8億㎥／年）

（百万㎥／年） ※H16の揚水量については未集計

（ｋ㎡）

 
図－１７ 地下水揚水量及び地盤沈下面積の推移 
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-160

-120

-80

-40

0

S35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 H2 5 8 11 14

ｃｍ

埼玉県越谷市弥栄町

茨城県五霞町川妻

栃木県野木町潤島

群馬県明和町新里

千葉県松戸市栄町

 
 

図－１８ 地盤沈下経年変化 

 13



イ）筑後・佐賀平野（福岡県、佐賀県） 

筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱地域における平成１６年度の沈下状況については、最大

沈下量が福岡県大和町の１．５ｃｍ（前年度、佐賀県北方町の１．４ｃｍ）であった。 

２ｃｍ以上沈下した面積は、佐賀県、福岡県ともに認められなかった。 

 

  

0
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S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15

0

20

40

60

80

100

120

佐賀地区（揚水量） 白石地区（揚水量）

佐賀地区（2cm以上沈下面積） 白石地区（2cm以上沈下面積）

（百万㎥／年）

（ｋ㎡）

　　採取目標量
（白石：300万㎥／年）

　　採取目標量
（佐賀：600万㎥／年）

※H16の揚水量については未集計  
        図－１９ 地下水揚水量及び地盤沈下面積の推移 
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佐賀県川副町（佐賀地区）

佐賀県白石町（白石地区）

 
              図－２０ 地盤沈下経年変化       
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ウ）濃尾平野（愛知県、岐阜県、三重県） 

濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱地域における平成１６年度の沈下状況については、最大沈下

量は愛知県海部郡弥富町（鍋田ふ頭）の２．１ｃｍ（前年度、愛知県小牧市の１．２ｃｍ）であ

った。２ｃｍ以上の沈下点はこの１点のみで、岐阜県、三重県では認められなかった。 

 

0

1

2

3

4

S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15

0

20

40

60

80

100

揚水量 ２ｃｍ以上沈下面積

(ｋ㎡)

(億㎥／年)

採取目標量

(2.7億㎥/年)

 ※H16の揚水量については未集計 
   

        図－２１ 地下水揚水量及び地盤沈下面積の推移 

 

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0
S46 48 50 52 54 56 58 60 62 H1 3 5 7 9 11 13 15

岐阜県海津市帆引新田

三重県長島町白鶏

愛知県十四山村神戸新田

ｃｍ

 
図－２２ 地盤沈下経年変化 
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（３）監視・測定 

  

  地盤沈下や地下水の状況を把握するため、地盤の水準測量や観測井による地下水位及び地盤収縮の

監視・測定が地方公共団体により行われている。 

 地盤沈下の監視にあたっては、「地盤沈下監視ガイドライン」（H16.6.29）を公表し、地方公共団

体において実施されている監視水準が適正に保たれるように通知している。 

ＨＰアドレス：http://www.env.go.jp/houdou/gazou/6132/6914/2356.pdf 

平成１６年度における観測の状況は、表－９のとおりである。 

 

表－９ 平成１６年度地盤沈下等観測状況 

 
水 準 測 量 観  測  井 

測量延長 

（ｋｍ） 

観測井数 

（本） 

地下水位観測井数

（箇所） 

地盤収縮観測井数

（箇所） 

１１，９０１ １，３３３ １，３０３ ５５４ 

 

 

 

 

 

（４）地盤沈下対策事業 

  

 国、地方公共団体等は、表流水への水源転換のための代替水の確保・供給事業を実施するとともに

地盤沈下により生じた被害の復旧事業及び洪水・高潮・津波に対処するための防災対策事業を行って

いる。 

 

（５）情報提供による地盤沈下防止の意識の啓発 

 

 環境省は、地盤沈下防止の意識の啓発を図ること及び国や地方公共団体の担当者の業務の一助とす

ることを目的として、地盤沈下や地下水位等の情報、地下水採取規制に関する条例等の情報等を整理

した「全国地盤環境情報ディレクトリ」を環境省ホームページに掲載している。 

ＨＰアドレス：http://www.env.go.jp/water/jiban/index.html 
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